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一般国道４号松川橋の夜間片側通行規制を実施
～追突事故を削減するための右折レーン増設工事～

福島河川国道事務所は、一般国道４号松川橋（一級河川「松川」に架かる
橋）において、平成２５年１１月１３日より、直進交通による右折交通への
追突事故を削減するため、右折レーン増設工事を実施しています。

増設にあたっては既存橋梁を一部改良する必要があるため、１月１５日
（水）より６月までの間、指定された日に、夜間（２１時～翌６時）の片側
通行規制を実施します。また、特殊車両（車両幅３．２５ｍ超過）は、１月
１５日と１６日を除き通行ができなくなりますので、国道１３号への迂回を
お願いいたします。

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。

１．交通規制を実施する指定日
交通規制は、１月１５日より６月までの間、指定された日に実施いたします。２月までの実

施日は次のとおりです。３月以降については、福島河川国道事務所のホームページ（http://w
ww.thr.mlit.go.jp/fukushima/（パソコン）、http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/（携
帯電話））をご参照ください。

なお、１月１５日と１６日についてのみ、特殊車両の通行規制はございません。

上り線 １月１６日（木）
１月２９日（水）～３１日（金）
２月 ３日（月）～ ４日（火）
２月１８日（火）～２１日（金）
２月２４日（月）～２５日（火）

下り線 １月１５日（水）
１月１７日（金）
１月２０日（月）～２４日（金）
１月２７日（月）～２８日（火）
２月 ５日（水）～ ７日（金）
２月１０日（月）
２月１２日（水）～１４日（金）
２月１７日（月）

※天候・作業工程により、規制日程が変更になる場合があります。



２．交通規制の方法
交通規制は、上下線を別々に実施します。１車線となりますので走行にご注意ください。

３．特殊車両の迂回路
特殊車両（車両幅３．２５ｍ超過）の迂回路は、国道４号舟場町交差点から国道４号北幹

線東入口交差点を結ぶ国道１３号～県道３８７号飯坂保原線となっております。



４．工事内容
（１）場所

福島市松 山 町～本内地内 （一般国道４号 松川橋）
ふくしましまつやまちょう もとうち

（２）工事内容
松川橋南側（信夫ヶ丘競技場前交差点）：右折レーンの延長

幅員 ２.５ｍ、延長 ３０ｍ（現況５ｍ）
松川橋北側：右折レーンの新設

幅員 ２.５ｍ、延長 ３０ｍ
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